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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エキス分の総量が２．０重量％以下であるビールテイスト飲料であって、ｐＨが３．０
以上４．５以下である、前記飲料。
【請求項２】
　エキス分の総量が１．０重量％以下である、請求項１に記載のビールテイスト飲料。
【請求項３】
　エキス分の総量が０．５重量％以下である、請求項２に記載のビールテイスト飲料。
【請求項４】
　エキス分の総量が０．３重量％以下である、請求項３に記載のビールテイスト飲料。
【請求項５】
　エキス分の総量が０．０１重量％以上である、請求項１～４のいずれか１項に記載のビ
ールテイスト飲料。
【請求項６】
　ｐＨが３．０以上４．２以下である、請求項１～５のいずれか１項に記載のビールテイ
スト飲料。
【請求項７】
　ｐＨ調整剤として、乳酸、クエン酸、リン酸、リンゴ酸、コハク酸、及びそれらの塩か
らなる群から選択される一種又はそれ以上を含んでなる、請求項１～６のいずれか１項に
記載のビールテイスト飲料。
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【請求項８】
　ｐＨ調整剤として、乳酸、クエン酸、リン酸、リンゴ酸、及びコハク酸からなる群から
選択される一種又はそれ以上を含んでなる、請求項７に記載のビールテイスト飲料。
【請求項９】
　カロリーが８．０ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下である、請求項１～８のいずれか１項に記
載のビールテイスト飲料。
【請求項１０】
　カロリーが４ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下である、請求項９に記載のビールテイスト飲料
。
【請求項１１】
　カロリーが１．６ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下である、請求項１０に記載のビールテイス
ト飲料。
【請求項１２】
　カロリーが１．４ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下である、請求項１１に記載のビールテイス
ト飲料。
【請求項１３】
　カロリーが０．１ｋｃａｌ／１００ｍｌ以上である、請求項９～１２のいずれか１項に
記載のビールテイスト飲料。
【請求項１４】
　糖質の含量が２．０ｇ／１００ｍｌ以下である、請求項１～１３のいずれか１項に記載
のビールテイスト飲料。
【請求項１５】
　糖質の含量が１．０ｇ／１００ｍｌ以下である、請求項１４に記載のビールテイスト飲
料。
【請求項１６】
　糖質の含量が０．５ｇ／１００ｍｌ以下である、請求項１５に記載のビールテイスト飲
料。
【請求項１７】
　糖質の含量が０．０１ｇ／１００ｍｌ以上である、請求項１４～１６のいずれか１項に
記載のビールテイスト飲料。
【請求項１８】
　ビールテイスト飲料がノンアルコールのビールテイスト飲料である、請求項１～１７の
いずれか１項に記載のビールテイスト飲料。
【請求項１９】
　ビールテイスト飲料が非発酵のビールテイスト飲料である、請求項１～１８のいずれか
１項に記載のビールテイスト飲料。
【請求項２０】
　ビールテイスト飲料の製造方法であって、
　飲料のエキス分の総量が２．０重量％以下となるようにエキス分の総量を調整する工程
、及び
　前記飲料のｐＨをｐＨ調整剤により３．０以上４．５以下に調整する工程、
を含む、前記方法。
【請求項２１】
　飲料のエキス分の総量が１．０重量％以下となるようにエキス分の総量を調整する、請
求項２０に記載の製造方法。
【請求項２２】
　飲料のエキス分の総量が０．５重量％以下となるようにエキス分の総量を調整する、請
求項２１に記載の製造方法。
【請求項２３】
　飲料のエキス分の総量が０．３重量％以下となるようにエキス分の総量を調整する、請
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求項２２に記載の製造方法。
【請求項２４】
　飲料のエキス分の総量が０．０１重量％以上となるようにエキス分の総量を調整する、
請求項２０～２３のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項２５】
　飲料のｐＨを３．０以上４．２以下に調整する、請求項２０～２４のいずれか１項に記
載の製造方法。
【請求項２６】
　ｐＨ調整剤が、乳酸、クエン酸、リン酸、リンゴ酸、コハク酸、及びそれらの塩からな
る群から選択される一種又はそれ以上を含んでなる、請求項２０～２５のいずれか１項に
記載の製造方法。
【請求項２７】
　ｐＨ調整剤が、乳酸、クエン酸、リン酸、リンゴ酸、及びコハク酸からなる群から選択
される一種又はそれ以上を含んでなる、請求項２６に記載の製造方法。
【請求項２８】
　ビールテイスト飲料のカロリーを８．０ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下に調整する工程をさ
らに含む、請求項２０～２７のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項２９】
　ビールテイスト飲料のカロリーを４ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下に調整する、請求項２８
に記載の製造方法。
【請求項３０】
　ビールテイスト飲料のカロリーを１．６ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下に調整する、請求項
２９に記載の製造方法。
【請求項３１】
　ビールテイスト飲料のカロリーを１．４ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下に調整する、請求項
３０に記載の製造方法。
【請求項３２】
　ビールテイスト飲料のカロリーを０．１ｋｃａｌ／１００ｍｌ以上に調整する、請求項
２８～３１のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項３３】
　ビールテイスト飲料中の糖質の含量を２．０ｇ／１００ｍｌ以下に調整する工程をさら
に含む、請求項２０～３２のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項３４】
　ビールテイスト飲料中の糖質の含量を１．０ｇ／１００ｍｌ以下に調整する、請求項３
３に記載の製造方法。
【請求項３５】
　ビールテイスト飲料中の糖質の含量を０．５ｇ／１００ｍｌ以下に調整する、請求項３
４に記載の製造方法。
【請求項３６】
　ビールテイスト飲料中の糖質の含量を０．０１ｇ／１００ｍｌ以上に調整する、請求項
３３～３５のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項３７】
　ビールテイスト飲料がノンアルコールのビールテイスト飲料である、請求項２０～３６
のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項３８】
　非発酵性の方法である、請求項２０～３７のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項３９】
　ビールテイスト飲料への飲み応え及び適度な酸味の付与方法であって、飲料のエキス分
の総量が２．０重量％以下となるようにエキス分の総量を調整し、飲料のｐＨをｐＨ調整
剤により３．０以上４．５以下に調整することによる、前記方法。
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【請求項４０】
　飲料のエキス分の総量が１．０重量％以下となるようにエキス分の総量を調整する、請
求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
　飲料のエキス分の総量が０．５重量％以下となるようにエキス分の総量を調整する、請
求項４０に記載の方法。
【請求項４２】
　飲料のエキス分の総量が０．３重量％以下となるようにエキス分の総量を調整する、請
求項４１に記載の方法。
【請求項４３】
　飲料のエキス分の総量が０．０１重量％以上となるようにエキス分の総量を調整する、
請求項３９～４２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４４】
　ｐＨを３．０以上４．２以下に調整する、請求項３９～４３のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項４５】
　ｐＨ調整剤が、乳酸、クエン酸、リン酸、リンゴ酸、コハク酸、及びそれらの塩からな
る群から選択される一種又はそれ以上を含んでなる、請求項３９～４４のいずれか１項に
記載の方法。
【請求項４６】
　ｐＨ調整剤が、乳酸、クエン酸、リン酸、リンゴ酸、及びコハク酸からなる群から選択
される一種又はそれ以上を含んでなる、請求項４５に記載の方法。
【請求項４７】
　ビールテイスト飲料のカロリーを８．０ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下に調整する工程をさ
らに含む、請求項３９～４６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４８】
　ビールテイスト飲料のカロリーを４ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下に調整する、請求項４７
に記載の方法。
【請求項４９】
　ビールテイスト飲料のカロリーを１．６ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下に調整する、請求項
４８に記載の方法。
【請求項５０】
　ビールテイスト飲料のカロリーを１．４ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下に調整する、請求項
４９に記載の方法。
【請求項５１】
　ビールテイスト飲料のカロリーを０．１ｋｃａｌ／１００ｍｌ以上に調整する、請求項
４７～５０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５２】
　ビールテイスト飲料中の糖質の含量を２．０ｇ／１００ｍｌ以下に調整する工程をさら
に含む、請求項３９～５１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５３】
　ビールテイスト飲料中の糖質の含量を１．０ｇ／１００ｍｌ以下に調整する、請求項５
２に記載の方法。
【請求項５４】
　ビールテイスト飲料中の糖質の含量を０．５ｇ／１００ｍｌ以下に調整する、請求項５
３に記載の方法。
【請求項５５】
　ビールテイスト飲料中の糖質の含量を０．０１ｇ／１００ｍｌ以上に調整する、請求項
５２～５４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５６】
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　ビールテイスト飲料がノンアルコールのビールテイスト飲料である、請求項３９～５５
のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５７】
　非発酵性の方法である、請求項３９～５６のいずれか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、飲み応えのある低エキス分のビールテイスト飲料、その製造方法、及び低エ
キス分のビールテイスト飲料に飲み応えを付与する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　消費者の健康志向が高まる中、ビール、発泡酒、ビールテイスト飲料などの嗜好性飲料
においても低カロリーや低糖質といった商品の需要が高まっている。具体例としては、ラ
イトビールや、カロリーカットタイプあるいは糖質カットタイプのビールテイスト飲料な
どの様々なタイプのビールテイスト飲料の需要が高まってきている。また、道路交通法改
正による飲酒運転の罰則強化により低アルコールもしくはアルコール度が０．００％のノ
ンアルコールのビールテイスト飲料の需要が増加している。これらの健康志向のビールテ
イスト飲料を設計する場合、低エキス分の飲料とする方法を用いることができるが、エキ
ス分の総量が低い飲料、即ち低エキス分のビールテイスト飲料においては、飲み応えが必
ずしも十分ではない場合があった。特に、アルコール分の少ない、又はアルコール分を含
まないビールテイスト飲料において、飲み応えを付与することは重要な課題である。
【０００３】
　ノンアルコールビール飲料の風味に関する報告がいくつか存在する。特許文献１は、重
量分率で０．０１～５％の添加剤として香味料、着色料、ｐＨ調整剤等を含むことを特徴
とする、既存の醸造ビールと同等の風味を有するノンアルコールビールを開示している。
特許文献２は、大豆ペプチド粉末、カルボキシメチルセルロースナトリウム（ＣＭＣ）、
などから製造され、３．６～４．８のｐＨ値、０．１８重量部～０．４０重量部の全酸、
５重量部未満の全糖、及び９°～１０°の甘味度を有するビール様飲料及びその製造方法
を開示している。特許文献３は、無アルコール麦芽飲料の優れた香味を維持したオルニチ
ン入り無アルコール麦芽飲料の製造に際して、オルニチン塩酸塩及びオルニチンアスパラ
ギン酸塩と共に、有機酸を添加して、製品のｐＨを調整することができることを開示して
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１－１６５３５８号公報
【特許文献２】特表２００９－５３２０４２号公報
【特許文献３】特開２０１１－１３９６８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、ビールテイスト飲料、特に、麦芽などの成分濃度が低い、低エキス分のビール
テイスト飲料に飲み応えを付与する手段は十分に検討されていない。本発明は、エキス分
の総量が低いビールテイスト飲料であって飲み応え感が付与された飲料を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは、上記課題を解決するため鋭意研究した。その結果、エキス分の総量が低
いビールテイスト飲料においては、ｐＨをある特定の範囲に調整することにより飲み応え
感が付与され、更に適度な酸味が付与されることを見出し、本発明を完成した。
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【０００７】
　本発明は、以下のものに関するが、これらに限定されるわけではない。
１．エキス分の総量が２．０重量％以下であるビールテイスト飲料であって、ｐＨが２．
７以上４．５以下である、前記飲料。
２．エキス分の総量が１．０重量％以下である、１に記載のビールテイスト飲料。
３．エキス分の総量が０．５重量％以下である、２に記載のビールテイスト飲料。
４．エキス分の総量が０．３重量％以下である、３に記載のビールテイスト飲料。
５．エキス分の総量が０．０１重量％以上である、１～４のいずれか１項に記載のビール
テイスト飲料。
６．ｐＨが３．０以上４．５以下である、１～５のいずれか１項に記載のビールテイスト
飲料。
７．ｐＨが３．０以上４．２以下である、６に記載のビールテイスト飲料。
８．ｐＨ調整剤として、乳酸、クエン酸、リン酸、リンゴ酸、コハク酸、及びそれらの塩
からなる群から選択される一種又はそれ以上を含んでなる、１～７のいずれか１項に記載
のビールテイスト飲料。
９．ｐＨ調整剤として、乳酸、クエン酸、リン酸、リンゴ酸、及びコハク酸からなる群か
ら選択される一種又はそれ以上を含んでなる、８に記載のビールテイスト飲料。
１０．ｐＨ調整剤として、乳酸又はその塩及びクエン酸又はその塩、乳酸又はその塩及び
リン酸又はその塩、乳酸又はその塩及びリンゴ酸又はその塩、乳酸又はその塩及びコハク
酸又はその塩、クエン酸又はその塩及びリン酸又はその塩、クエン酸又はその塩及びリン
ゴ酸又はその塩、クエン酸又はその塩及びコハク酸又はその塩、リン酸又はその塩及びリ
ンゴ酸又はその塩、リン酸又はその塩及びコハク酸又はその塩、及びリンゴ酸又はその塩
及びコハク酸又はその塩からなる、酸又は塩の組み合わせの群から選択される一又はそれ
以上の組み合わせを含んでなる、８又は９に記載のビールテイスト飲料。
１１．カロリーが８．０ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下である、１～１０のいずれか１項に記
載のビールテイスト飲料。
１２．カロリーが５．０ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下である、１１に記載のビールテイスト
飲料。
１３．カロリーが２．０ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下である、１２に記載のビールテイスト
飲料。
１４．カロリーが１．４ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下である、１３に記載のビールテイスト
飲料。
１５．カロリーが０．０４ｋｃａｌ／１００ｍｌ以上である、１１～１４のいずれか１項
に記載のビールテイスト飲料。
１６．糖質の含量が２．０ｇ／１００ｍｌ以下である、１～１５のいずれか１項に記載の
ビールテイスト飲料。
１７．糖質の含量が０．５ｇ／１００ｍｌ以下である、１６に記載のビールテイスト飲料
。
１８．糖質の含量が０．３ｇ／１００ｍｌ以下である、１７に記載のビールテイスト飲料
。
１９．糖質の含量が０．０１ｇ／１００ｍｌ以上である、１６～１８のいずれか１項に記
載のビールテイスト飲料。
２０．ビールテイスト飲料がノンアルコールのビールテイスト飲料である、１～１９のい
ずれか１項に記載のビールテイスト飲料。
２１．ビールテイスト飲料が非発酵のビールテイスト飲料である、１～２０のいずれか１
項に記載のビールテイスト飲料。
２２．ビールテイスト飲料の製造方法であって、
　飲料のエキス分の総量が２．０重量％以下となるようにエキス分の総量を調整する工程
、及び
　前記飲料のｐＨをｐＨ調整剤により２．７以上４．５以下に調整する工程、
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を含む、前記方法。
２３．飲料のエキス分の総量が１．０重量％以下となるようにエキス分の総量を調整する
、２２に記載の製造方法。
２４．飲料のエキス分の総量が０．５重量％以下となるようにエキス分の総量を調整する
、２３に記載の製造方法。
２５．飲料のエキス分の総量が０．３重量％以下となるようにエキス分の総量を調整する
、２４に記載の製造方法。
２６．飲料のエキス分の総量が０．０１重量％以上となるようにエキス分の総量を調整す
る、２２～２５のいずれか１項に記載の製造方法。
２７．飲料のｐＨを３．０以上４．５以下に調整する、２２～２６のいずれか１項に記載
の製造方法。
２８．飲料のｐＨを３．０以上４．２以下に調整する、２７に記載の製造方法。
２９．ｐＨ調整剤が、乳酸、クエン酸、リン酸、リンゴ酸、コハク酸、及びそれらの塩か
らなる群から選択される一種又はそれ以上を含んでなる、２２～２８のいずれか１項に記
載の製造方法。
３０．ｐＨ調整剤が、乳酸、クエン酸、リン酸、リンゴ酸、及びコハク酸からなる群から
選択される一種又はそれ以上を含んでなる、２９に記載の製造方法。
３１．ｐＨ調整剤が、乳酸又はその塩及びクエン酸又はその塩、乳酸又はその塩及びリン
酸又はその塩、乳酸又はその塩及びリンゴ酸又はその塩、乳酸又はその塩及びコハク酸又
はその塩、クエン酸又はその塩及びリン酸又はその塩、クエン酸又はその塩及びリンゴ酸
又はその塩、クエン酸又はその塩及びコハク酸又はその塩、リン酸又はその塩及びリンゴ
酸又はその塩、リン酸又はその塩及びコハク酸又はその塩、及びリンゴ酸又はその塩及び
コハク酸又はその塩からなる、酸又は塩の組み合わせの群から選択される一又はそれ以上
の組み合わせを含んでなる、２９又は３０に記載の製造方法。
３２．ビールテイスト飲料のカロリーを８．０ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下に調整する工程
をさらに含む、２２～３１のいずれか１項に記載の製造方法。
３３．ビールテイスト飲料のカロリーを５．０ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下に調整する、３
２に記載の製造方法。
３４．ビールテイスト飲料のカロリーを２．０ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下に調整する、３
３に記載の製造方法。
３５．ビールテイスト飲料のカロリーを１．４ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下に調整する、３
４に記載の製造方法。
３６．ビールテイスト飲料のカロリーを０．０４ｋｃａｌ／１００ｍｌ以上に調整する、
３２～３５のいずれか１項に記載の製造方法。
３７．ビールテイスト飲料中の糖質の含量を２．０ｇ／１００ｍｌ以下に調整する工程を
さらに含む、２２～３６のいずれか１項に記載の製造方法。
３８．ビールテイスト飲料中の糖質の含量を０．５ｇ／１００ｍｌ以下に調整する、３７
に記載の製造方法。
３９．ビールテイスト飲料中の糖質の含量を０．３ｇ／１００ｍｌ以下に調整する、３８
に記載の製造方法。
４０．ビールテイスト飲料中の糖質の含量を０．０１ｇ／１００ｍｌ以上に調整する、３
７～３９のいずれか１項に記載の製造方法。
４１．ビールテイスト飲料がノンアルコールのビールテイスト飲料である、２２～４０の
いずれか１項に記載の製造方法。
４２．非発酵性の方法である、２２～４１のいずれか１項に記載の製造方法。
４３．ビールテイスト飲料への飲み応え及び適度な酸味の付与方法であって、飲料のエキ
ス分の総量が２．０重量％以下となるようにエキス分の総量を調整し、飲料のｐＨをｐＨ
調整剤により２．７以上４．５以下に調整することによる、前記方法。
４４．飲料のエキス分の総量が１．０重量％以下となるようにエキス分の総量を調整する
、４３に記載の方法。
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４５．飲料のエキス分の総量が０．５重量％以下となるようにエキス分の総量を調整する
、４４に記載の方法。
４６．飲料のエキス分の総量が０．３重量％以下となるようにエキス分の総量を調整する
、４５に記載の方法。
４７．飲料のエキス分の総量が０．０１重量％以上となるようにエキス分の総量を調整す
る、４３～４６のいずれか１項に記載の方法。
４８．ｐＨを３．０以上４．５以下に調整する、４３～４７のいずれか１項に記載の方法
。
４９．ｐＨを３．０以上４．２以下に調整する、４８に記載の方法。
５０．ｐＨ調整剤が、乳酸、クエン酸、リン酸、リンゴ酸、コハク酸、及びそれらの塩か
らなる群から選択される一種又はそれ以上を含んでなる、４３～４９のいずれか１項に記
載の方法。
５１．ｐＨ調整剤が、乳酸、クエン酸、リン酸、リンゴ酸、及びコハク酸からなる群から
選択される一種又はそれ以上を含んでなる、５０に記載の方法。
５２．ｐＨ調整剤が、乳酸又はその塩及びクエン酸又はその塩、乳酸又はその塩及びリン
酸又はその塩、乳酸又はその塩及びリンゴ酸又はその塩、乳酸又はその塩及びコハク酸又
はその塩、クエン酸又はその塩及びリン酸又はその塩、クエン酸又はその塩及びリンゴ酸
又はその塩、クエン酸又はその塩及びコハク酸又はその塩、リン酸又はその塩及びリンゴ
酸又はその塩、リン酸又はその塩及びコハク酸又はその塩、及びリンゴ酸又はその塩及び
コハク酸又はその塩からなる、酸又は塩の組み合わせの群から選択される一又はそれ以上
の組み合わせを含んでなる、５０又は５１に記載の方法。
５３．ビールテイスト飲料のカロリーを８．０ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下に調整する工程
をさらに含む、４３～５２のいずれか１項に記載の方法。
５４．ビールテイスト飲料のカロリーを５．０ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下に調整する、５
３に記載の方法。
５５．ビールテイスト飲料のカロリーを２．０ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下に調整する、５
４に記載の方法。
５６．ビールテイスト飲料のカロリーを１．４ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下に調整する、５
５に記載の方法。
５７．ビールテイスト飲料のカロリーを０．０４ｋｃａｌ／１００ｍｌ以上に調整する、
５３～５６のいずれか１項に記載の方法。
５８．ビールテイスト飲料中の糖質の含量を２．０ｇ／１００ｍｌ以下に調整する工程を
さらに含む、４３～５７のいずれか１項に記載の方法。
５９．ビールテイスト飲料中の糖質の含量を０．５ｇ／１００ｍｌ以下に調整する、５８
に記載の方法。
６０．ビールテイスト飲料中の糖質の含量を０．３ｇ／１００ｍｌ以下に調整する、５９
に記載の方法。
６１．ビールテイスト飲料中の糖質の含量を０．０１ｇ／１００ｍｌ以上に調整する、５
８～６０のいずれか１項に記載の方法。
６２．ビールテイスト飲料がノンアルコールのビールテイスト飲料である、４３～６１の
いずれか１項に記載の方法。
６３．非発酵性の方法である、４３～６２のいずれか１項に記載の方法。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明により、飲み応え感が付与され、更には適度な酸味が付与されたエキス分の総量
が低いビールテイスト飲料が提供される。
【０００９】
　本明細書において、「飲み応え」又は「飲み応え感」とは、ボディ感及び口当たりが適
度に強く、コクがあることを意味する。
【発明を実施するための形態】
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【００１０】
　本発明は、エキス分の総量が２．０重量％以下であるビールテイスト飲料であってｐＨ
が２．７以上４．５以下である飲料、その製造方法、エキス分の総量が低いビールテイス
ト飲料に飲み応えを付与する方法に関する。
【００１１】
　（ビールテイスト飲料）
　本明細書における「ビールテイスト飲料」とは、ビール様の風味をもつ炭酸飲料をいう
。つまり、本明細書のビールテイスト飲料は、特に断わりがない場合、酵母による発酵工
程の有無に拘わらず、ビール風味を有するいずれの炭酸飲料をも包含する。
【００１２】
　本明細書における「ノンアルコールのビールテイスト飲料」とは、アルコールを含まな
いビールテイスト飲料をいう。ここで、アルコールを含まないとは、検出できない程度の
極く微量のアルコールを含むことを除くものではない。アルコール度数が四捨五入により
０．０％となる飲料、中でも、アルコール度数が四捨五入により０．００％となる飲料は
、本発明のアルコールを含まないビールテイスト飲料に包含される。本発明は、飲み応え
感が付与され、更には適度な酸味が付与されたエキス分の総量が低いビールテイスト飲料
に関するが、特にノンアルコールの低エキス分のビールテイスト飲料の場合に顕著にその
効果が発揮される。
【００１３】
　上記ノンアルコールのビールテイスト飲料は、アルコールを含まないビールテイスト飲
料であることから、発酵工程を経ないで製造される飲料、すなわち、非発酵のビールテイ
スト飲料であってもよい。本明細書において、「発酵工程を経ないで」との用語は、微生
物による有機物の分解が起こらないこと、特に、酵母による有機物の分解によってアルコ
ールが生成しないことをいう。本明細書において、「発酵工程を経ない」方法は、「非発
酵性」の方法とも記載され、前記の「非発酵のビールテイスト飲料」は、非発酵性の製造
方法により製造された飲料も意味する。非発酵のノンアルコールビールテイスト飲料の種
類としては、例えば、ノンアルコールのビールテイスト飲料、ビールテイストの清涼飲料
などが含まれる。
【００１４】
　本明細書においては、ビールテイスト飲料のアルコール度数は、飲料中のアルコール分
の含有量（ｖ／ｖ％）を意味し、公知のいずれの方法によっても測定することができるが
、例えば、振動式密度計によって測定することができる。具体的には、飲料から濾過又は
超音波によって炭酸ガスを抜いた試料を調製し、そして、その試料を直火蒸留し、得られ
た留液の１５℃における密度を測定し、国税庁所定分析法（平１９国税庁訓令第６号、平
成１９年６月２２日改訂）の付表である「第２表　アルコール分と密度（１５℃）及び比
重（１５／１５℃）換算表」を用いて換算して求めることができる。アルコール度が１．
０％未満の低濃度の場合は、市販のアルコール測定装置や、ガスクロマトグラフィーを用
いても良い。
【００１５】
　ビールテイスト飲料に含まれる炭酸ガスの量は、飲料の炭酸ガス圧によって表され、こ
れは、本発明の効果を妨げない限り、特に限定されない。典型的には、飲料の炭酸ガス圧
の上限は４．０ｋｇ／ｃｍ２、３．４ｋｇ／ｃｍ２、又は２．８ｋｇ／ｃｍ２であり、下
限は０．２ｋｇ／ｃｍ２、０．９ｋｇ／ｃｍ２、又は１．５ｋｇ／ｃｍ２であり、これら
の上限及び下限のいずれを組み合わせてもよい。例えば、飲料の炭酸ガス圧は、０．２ｋ
ｇ／ｃｍ２以上４．０ｋｇ／ｃｍ２以下、０．２ｋｇ／ｃｍ２以上３．４ｋｇ／ｃｍ２以
下、０．９ｋｇ／ｃｍ２以上２．８ｋｇ／ｃｍ２以下、又は１．５ｋｇ／ｃｍ２以上２．
８ｋｇ／ｃｍ２以下であってよい。本明細書におけるガス圧とは、特別な場合を除き、容
器内におけるガス圧をいう。圧力の測定は、当業者によく知られた方法、例えば２０℃に
した試料をガス内圧計に固定した後、一度ガス内圧計の活栓を開いてガスを抜き、再び活
栓を閉じ、ガス内圧計を振り動かして指針が一定の位置に達したときの値を読み取る方法
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を用いて、または市販のガス圧測定装置（例えば、京都電子工業株式会社［ガスボリュー
ム測定装置　ＧＶＡ－５００Ａ］等）を用いて測定することができる。
【００１６】
　（エキス分）
　本発明のビールテイスト飲料は、エキス分の総量が低い飲料である。飲料中のエキス分
の総量が低いほど健康志向に沿った飲料（低カロリーや低糖質の飲料）と認知されやすく
なる。本発明は、そのような、エキス分の総量が低いビールテイスト飲料に対して有効な
技術である。
【００１７】
　一般的なビールや発泡酒のエキス分の総量は、２重量％を超え、４重量％以下程度であ
る場合が多く、ノンアルコールのビールテイスト飲料でも、エキス分の総量を同程度の設
計とすることが考えられる。しかしながら、本発明の効果、すなわち、飲み応え感の付与
及び適度な酸味付与効果は、上記のようにエキス分を一定量以上で含む飲料においては特
に必要とされない。ビールテイスト飲料中のエキス分には、主に麦芽などの麦に由来する
成分が含まれることが多いため、エキス分の総量が多い飲料においてはそれら成分によっ
て飲み応えが付与されることが期待できるからである。
【００１８】
　そして、エキス分を一定量以上で含むビールテイスト飲料においては、ｐＨを特定の範
囲に調整することによって飲み応えを付与するという本発明の効果は発揮されないものと
考えられる。本発明の技術は、飲み応えが必ずしも十分ではない飲料において有効である
。
【００１９】
　例えば、実施例においては、エキス分の総量が２．０重量％より高いビールテイスト飲
料においては、本発明による飲み応えの付与効果は発揮されず、エキス分の総量が２重量
％以下の飲料において、飲み応えの付与効果が認められた。従って、本明細書でいうエキ
ス分の総量が低いとは、例えば、ビールテイスト飲料のエキス分の総量が、２．０重量％
以下、好ましくは１．０重量％以下、より好ましくは０．５重量％以下、より好ましくは
０．４重量％以下、さらに好ましくは０．３重量％以下、特に好ましくは０．１重量％以
下であることをいう。なお、本発明の技術は、飲み応えの乏しい飲料において有効である
ことから、エキス分の総量の下限は特に限定されないが、例えば、０．０１重量％以上、
好ましくは０．０５重量％以上である。これらの上限及び下限を有する数値範囲は全て採
用し得る。例えば、ビールテイスト飲料のエキス分の総量は、０．０１重量％以上２．０
重量％以下、０．０１重量％以上１．０重量％以下、０．０１重量％以上０．５重量％以
下、０．０１重量％以上０．４重量％以下、０．０１重量％以上０．３重量％以下、０．
０１重量％以上０．１重量％以下、０．０５重量％以上２．０重量％以下、０．０５重量
％以上１．０重量％以下、０．０５重量％以上０．５重量％以下、０．０５重量％以上０
．４重量％以下、０．０５重量％以上０．３重量％以下、又は０．０５重量％以上０．１
重量％以下となり得る。
【００２０】
　本発明のビールテイスト飲料において、エキス分は、麦芽、米、トウモロコシ、コウリ
ャン、バレイショ、デンプン、麦芽以外の麦、及び糖類などの原料に由来して増減する。
また、厳密にはホップや香料など、他の成分によっても増減する。
【００２１】
　エキス分の総量を調整する方法は特に限定されないが、例えば、原料として用いる麦芽
などの麦の様な、エキス分をもたらす原料の量を調整する方法、中間製品を希釈する方法
などが挙げられる。
【００２２】
　本明細書における「エキス分の総量」は、飲料のアルコール度数が０．００５％以上の
場合、日本の酒税法におけるエキス分、すなわち、温度１５度の時において原容量１００
立方センチメートル中に含有する不揮発性成分のグラム数をいい、アルコール度数が０．
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００５％未満の飲料においては、脱ガスしたサンプルをビール酒造組合国際技術委員会（
ＢＣＯＪ）が定める「ビール分析法（２００４年１１月１日改訂版）　７．２　エキス」
に従い測定したエキス値（重量％）をいう。
【００２３】
　（ｐＨ）
　本発明において、低エキス分のビールテイスト飲料のｐＨは、一定の範囲に調整される
。すなわち、ｐＨを２．７以上、且つ４．５以下とすることによって、ビールテイスト飲
料に飲み応えを付与する効果及び適度な酸味付与効果が得られる。ｐＨの上限については
、ｐＨ４．５以下であり、ｐＨ４．２以下が好ましく、ｐＨ４．０以下が特に好ましい。
ｐＨの下限については、ｐＨ２．７以上であり、ｐＨ３．０以上が好ましく、ｐＨ３．５
以上が特に好ましい。ｐＨが２．７未満の場合は、不快な酸味が感じられ得る。これらの
上限及び下限を有する数値範囲は全て採用し得る。例えば、ビールテイスト飲料のｐＨは
、２．７以上４．５以下、２．７以上４．２以下、２．７以上４．０以下、３．０以上４
．５以下、３．０以上４．２以下、３．０以上４．０以下、３．５以上４．５以下、３．
５以上４．２以下、又は３．５以上４．０以下となり得る。
【００２４】
　ビールテイスト飲料のｐＨは、ｐＨ調整剤を用いて調整することができる。ｐＨ調整剤
としては公知のものを用いることができ、食品に添加することが認められているものを好
適に用いることができる。
【００２５】
　ｐＨ調整剤としては、アルカリ化剤や酸味料を用いることができる。ビールテイスト飲
料は、弱酸性となる場合が多いため、酸味料を好ましく用いることができる。酸味料とし
て、乳酸、クエン酸、リン酸、リンゴ酸、コハク酸、酢酸、アスコルビン酸、酒石酸、フ
ィチン酸、グルコノデルタラクトンを含むグルコン酸、炭酸などが挙げられる。ビールテ
イスト飲料における味の調和の観点から、乳酸、クエン酸、リン酸、リンゴ酸またはコハ
ク酸が好ましい。これらの酸味料は、カリウム塩やナトリウム塩といった塩の形態で使用
することも可能であるし、緩衝液の形態で用いることも可能である。
【００２６】
　これらのｐＨ調整剤は単独で用いても良く、２又はそれ以上を組み合わせて用いても良
い。例えば、ｐＨ調整剤は、乳酸又はその塩及びクエン酸又はその塩、乳酸又はその塩及
びリン酸又はその塩、乳酸又はその塩及びリンゴ酸又はその塩、乳酸又はその塩及びコハ
ク酸又はその塩、クエン酸又はその塩及びリン酸又はその塩、クエン酸又はその塩及びリ
ンゴ酸又はその塩、クエン酸又はその塩及びコハク酸又はその塩、リン酸又はその塩及び
リンゴ酸又はその塩、リン酸又はその塩及びコハク酸又はその塩、及びリンゴ酸又はその
塩及びコハク酸又はその塩からなる、酸又は塩の組み合わせの群から選択される一又はそ
れ以上の組み合わせを含んでいてもよい。好ましい組み合わせは、乳酸又はその塩及びリ
ン酸又はその塩である。
【００２７】
　ｐＨ調整剤の使用量は、適宜調整することができる。使用するｐＨ調整剤によって使用
量は異なるが、例えば、フリー体換算で、０．０００１ｍｇ／１００Ｌ以上、１ｋｇ／１
００Ｌ以下程度になる量を用いることができる。
【００２８】
　（低糖質又は低カロリー）
　本発明のビールテイスト飲料の好ましい態様の一つは、低糖質又は低カロリーのビール
テイスト飲料である。これらの特徴を実現するために、低エキス分の飲料とする必要があ
ることから、本発明の技術を好適に用いることができる。
【００２９】
　本発明の低糖質のビールテイスト飲料における糖質の含有量の上限は、２．０ｇ／１０
０ｍｌ以下であり、好ましくは１．９ｇ／１００ｍｌ以下であり、より好ましくは１．０
ｇ／１００ｍｌ以下であり、より好ましくは０．９ｇ／１００ｍｌ以下であり、より好ま
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しくは０．５ｇ／１００ｍｌ以下であり、より好ましくは０．３ｇ／１００ｍｌ以下であ
る。前記飲料における糖質の含有量の下限は、特に限定されないが、０．０１ｇ／１００
ｍｌ以上、好ましくは０．０４ｇ／１００ｍｌ以上、より好ましくは０．1ｇ／１００ｍ
ｌ以上、より好ましくは０．２ｇ／１００ｍｌ以上である。これらの上限及び下限を有す
る数値範囲は全て採用し得る。例えば、ビールテイスト飲料中の糖質の含有量は、０．０
１ｇ／１００ｍｌ以上２．０ｇ／１００ｍｌ以下、０．０１ｇ／１００ｍｌ以上１．９ｇ
／１００ｍｌ以下、０．０１ｇ／１００ｍｌ以上１．０ｇ／１００ｍｌ以下、０．０１ｇ
／１００ｍｌ以上０．９ｇ／１００ｍｌ以下、０．０１ｇ／１００ｍｌ以上０．５ｇ／１
００ｍｌ以下、０．０１ｇ／１００ｍｌ以上０．３ｇ／１００ｍｌ以下、０．０４ｇ／１
００ｍｌ以上２．０ｇ／１００ｍｌ以下、０．０４ｇ／１００ｍｌ以上１．９ｇ／１００
ｍｌ以下、０．０４ｇ／１００ｍｌ以上１．０ｇ／１００ｍｌ以下、０．０４ｇ／１００
ｍｌ以上０．９ｇ／１００ｍｌ以下、０．０４ｇ／１００ｍｌ以上０．５ｇ／１００ｍｌ
以下、０．０４ｇ／１００ｍｌ以上０．３ｇ／１００ｍｌ以下、０．１ｇ／１００ｍｌ以
上２．０ｇ／１００ｍｌ以下、０．１ｇ／１００ｍｌ以上１．９ｇ／１００ｍｌ以下、０
．１ｇ／１００ｍｌ以上１．０ｇ／１００ｍｌ以下、０．１ｇ／１００ｍｌ以上０．９ｇ
／１００ｍｌ以下、０．１ｇ／１００ｍｌ以上０．５ｇ／１００ｍｌ以下、０．１ｇ／１
００ｍｌ以上０．３ｇ／１００ｍｌ以下、０．２ｇ／１００ｍｌ以上２．０ｇ／１００ｍ
ｌ以下、０．２ｇ／１００ｍｌ以上１．９ｇ／１００ｍｌ以下、０．２ｇ／１００ｍｌ以
上１．０ｇ／１００ｍｌ以下、０．２ｇ／１００ｍｌ以上０．９ｇ／１００ｍｌ以下、０
．２ｇ／１００ｍｌ以上０．５ｇ／１００ｍｌ以下、又は０．２ｇ／１００ｍｌ以上０．
３ｇ／１００ｍｌ以下となり得る。
【００３０】
　本明細書における糖質とは、食品の栄養表示基準（平成１５年厚生労働省告示第１７６
号）に基づく糖質をいう。飲料中の糖質の量は、当該飲料全体の重量から、タンパク質、
脂質、食物繊維、灰分、アルコール分及び水分の量を控除することにより算定できる。こ
の場合に、タンパク質、脂質、食物繊維、灰分及び水分の量は、栄養表示基準に掲げる方
法により測定できる。具体的には、タンパク質の量は窒素定量換算法で測定でき、脂質の
量はエーテル抽出法、クロロホルム・メタノール混液抽出法、ゲルベル法、酸分解法又は
レーゼゴットリーブ法で測定でき、食物繊維の量は高速液体クロマトグラフ法又は硫酸添
加灰化法で測定でき、水分の量はカールフィッシャー法、乾燥助剤法、減圧過熱乾燥法、
常圧加熱乾燥法又はプラスチックフィルム法で測定できる。これらの測定方法は、当業者
間で一般に知られている。
【００３１】
　本発明の低カロリーのビールテイスト飲料におけるカロリーの上限は、８．０ｋｃａｌ
／１００ｍｌ以下、好ましくは７．７ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下、より好ましくは５．０
ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下、より好ましくは４又は４．０ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下、よ
り好ましくは３．８ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下、より好ましくは２．０ｋｃａｌ／１００
ｍｌ以下、より好ましくは１．６ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下、より好ましくは１．４ｋｃ
ａｌ／１００ｍｌ以下である。前記飲料におけるカロリーの下限は、特に限定されないが
、０．０４ｋｃａｌ／１００ｍｌ以上、好ましくは０．１ｋｃａｌ／１００ｍｌ以上、よ
り好ましくは０．４ｋｃａｌ／１００ｍｌ以上、より好ましくは１ｋｃａｌ／１００ｍｌ
以上である。これらの上限及び下限を有する数値範囲は全て採用し得る。例えば、ビール
テイスト飲料のカロリーは、０．０４ｋｃａｌ／１００ｍｌ以上８．０ｋｃａｌ／１００
ｍｌ以下、０．０４ｋｃａｌ／１００ｍｌ以上７．７ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下、０．０
４ｋｃａｌ／１００ｍｌ以上５．０ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下、０．０４ｋｃａｌ／１０
０ｍｌ以上４又は４．０ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下、０．０４ｋｃａｌ／１００ｍｌ以上
３．８ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下、０．０４ｋｃａｌ／１００ｍｌ以上２．０ｋｃａｌ／
１００ｍｌ以下、０．０４ｋｃａｌ／１００ｍｌ以上１．６ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下、
０．０４ｋｃａｌ／１００ｍｌ以上１．４ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下、０．１ｋｃａｌ／
１００ｍｌ以上８．０ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下、０．１ｋｃａｌ／１００ｍｌ以上７．
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７ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下、０．１ｋｃａｌ／１００ｍｌ以上５．０ｋｃａｌ／１００
ｍｌ以下、０．１ｋｃａｌ／１００ｍｌ以上４又は４．０ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下、０
．１ｋｃａｌ／１００ｍｌ以上３．８ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下、０．１ｋｃａｌ／１０
０ｍｌ以上２．０ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下、０．１ｋｃａｌ／１００ｍｌ以上１．６ｋ
ｃａｌ／１００ｍｌ以下、０．１ｋｃａｌ／１００ｍｌ以上１．４ｋｃａｌ／１００ｍｌ
以下、０．４ｋｃａｌ／１００ｍｌ以上８．０ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下、０．４ｋｃａ
ｌ／１００ｍｌ以上７．７ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下、０．４ｋｃａｌ／１００ｍｌ以上
５．０ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下、０．４ｋｃａｌ／１００ｍｌ以上４又は４．０ｋｃａ
ｌ／１００ｍｌ以下、０．４ｋｃａｌ／１００ｍｌ以上３．８ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下
、０．４ｋｃａｌ／１００ｍｌ以上２．０ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下、０．４ｋｃａｌ／
１００ｍｌ以上１．６ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下、０．４ｋｃａｌ／１００ｍｌ以上１．
４ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下、１ｋｃａｌ／１００ｍｌ以上８．０ｋｃａｌ／１００ｍｌ
以下、１ｋｃａｌ／１００ｍｌ以上７．７ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下、１ｋｃａｌ／１０
０ｍｌ以上５．０ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下、１ｋｃａｌ／１００ｍｌ以上４又は４．０
ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下、１ｋｃａｌ／１００ｍｌ以上３．８ｋｃａｌ／１００ｍｌ以
下、１ｋｃａｌ／１００ｍｌ以上２．０ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下、１ｋｃａｌ／１００
ｍｌ以上１．６ｋｃａｌ／１００ｍｌ以下、又は１ｋｃａｌ／１００ｍｌ以上１．４ｋｃ
ａｌ／１００ｍｌ以下となり得る。
【００３２】
　飲料におけるカロリーは、基本的に健康増進法に関連して公表されている「栄養表示基
準における栄養成分等の分析方法等について」に従って算出する。すなわち、原則として
、定量した各種栄養成分の量に、それぞれの成分のエネルギー換算係数（タンパク質：４
ｋｃａｌ／ｇ、脂質：９ｋｃａｌ／ｇ、糖質：４ｋｃａｌ／ｇ、食物繊維：２ｋｃａｌ／
ｇ、アルコール：７ｋｃａｌ／ｇ、有機酸：３ｋｃａｌ／ｇ）を乗じたものの総和として
算出することができる。詳細は、「栄養表示基準における栄養成分等の分析方法等につい
て」を参照されたい。飲料に含まれる各栄養成分量の具体的な測定手法は、健康増進法「
栄養表示基準における栄養成分等の分析方法等について」に記載の各種分析法に従えばよ
い。または、財団法人　日本食品分析センターに依頼すれば、このような熱量及び／又は
各栄養成分量を知ることができる。
【００３３】
　（その他の添加物）
　本発明では、本発明の効果を妨げない範囲で、必要に応じて、様々な成分を添加しても
よい。例えば、甘味料、香料、酵母エキス、カラメル色素等の着色料、コーンや大豆など
の植物タンパク質及びペプチド含有物等のタンパク質系物質、食物繊維やアミノ酸などの
調味料、アスコルビン酸等の酸化防止剤、各種酸味料を、本発明の効果を妨げない範囲で
必要に応じて添加することができる。
【００３４】
　（ビールテイスト飲料の製造）
　本発明のビールテイスト飲料は、例えば以下に記載の方法で製造することができる。
【００３５】
　すなわち、麦芽等の麦の他、必要に応じて他の穀物、でんぷん、糖類、苦味料、又は着
色料などの原料を仕込釜又は仕込槽に投入し、必要に応じてアミラーゼなどの酵素を添加
し、糊化、糖化を行ない、ろ過し、必要に応じてホップなどを加えて煮沸し、清澄タンク
にて凝固タンパク質などの固形分を取り除く。糖化工程、煮沸工程、固形分除去工程など
の条件は、適宜好ましい条件を選択すればよい。
【００３６】
　本明細書でいう麦とは、ビールや発泡酒の製造において一般的に用いられる、外見が類
似するイネ科の穀物（通常は、その実である）及びその加工品を意味する。前記麦として
、例えば、大麦、小麦、ライ麦、カラス麦、オート麦、ハト麦、エン麦等が挙げられ、好
ましくは大麦を用いる。上記の麦は、発芽した麦、未発芽の麦のいずれでもよいが、本発
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明においては発芽した麦が好ましい。当該発芽した麦のうち麦芽がさらに好ましい。本明
細書でいう麦芽とは、発芽した麦を乾燥し、除根したものをいう。これらの麦は、１種を
単独で用いてもよく、２種以上を複数組合わせて用いてもよい。
【００３７】
　ビールテイスト飲料においては、香味がビールに類似する傾向にあることから、原料の
一部にホップを用いることが望ましい。ホップを使用する際には、ビール等の製造に使用
される通常のペレットホップ、粉末ホップ、ホップエキスを、所望の香味に応じて適宜選
択して使用することができる。また、イソ化ホップ、還元ホップなどのホップ加工品を用
いてもよい。本発明におけるホップには、これらのものが包含される。また、ホップの添
加量は特に限定されないが、典型的には、飲料全量に対して０．０００１重量％以上、１
重量％以下程度である。
【００３８】
　本発明のビールテイスト飲料は、アルコールが生成しない非発酵性の方法によって製造
することが好ましい。例えば、発酵工程を経ることなく、上記固形分除去工程に次いで、
貯蔵、炭酸ガス添加、濾過、容器詰め、必要により殺菌の工程を経て、非発酵のノンアル
コールビールテイスト飲料を得ることができる。
【００３９】
　本発明の技術は、低エキス分であれば、いずれのビールテイスト飲料に対しても適用す
ることができる。例えば、アルコール度数が１％以下の低アルコールのビールテイスト飲
料についても適用することができる。このような低アルコールのビールテイスト飲料は、
発酵工程を経て製造してもよい。例えば、上記固形分除去工程に次いで、酵母を添加して
発酵を行なわせ、ろ過機などで酵母を取り除いて製造することができる。発酵条件は、公
知の知見に基づいて適宜設定すればよい。必要であれば、膜処理や希釈などの公知の方法
によりアルコール濃度を低減させることもできる。あるいは、発酵工程を経る代わりに、
非発酵のノンアルコールビールテイスト飲料にスピリッツなどアルコール分を有する原料
を添加することによって、低アルコールのビールテイスト飲料を製造してもよい。
【００４０】
　更に、貯蔵、必要により炭酸ガス添加、濾過、容器詰め、必要により殺菌の工程を経て
、低アルコールのビールテイスト飲料を得ることができる。
【００４１】
　本発明の製造方法は、ビールテイスト飲料のエキス分の総量が２．０重量％以下となる
ようにエキス分の総量を調整する工程を含む。エキス分の好ましい総量及びその調整方法
等は、ビールテイスト飲料に関して上記した通りである。
【００４２】
　また、本発明の製造方法は、ビールテイスト飲料のｐＨを、ｐＨ調整剤により２．７以
上４．５以下に調整する工程も含む。好ましいｐＨ範囲、用いられ得るｐＨ調整剤、その
好ましい例、使用量等は、ビールテイスト飲料に関して上記した通りである。
【００４３】
　また、当該製造方法は、必要に応じて、ビールテイスト飲料における糖質の含有量を調
整する工程も含む。飲料中の糖質の含有量等は、ビールテイスト飲料に関して上記した通
りである。
【００４４】
　また、当該製造方法は、必要に応じて、ビールテイスト飲料におけるカロリーを調整す
る工程も含む。飲料中のカロリー値等は、ビールテイスト飲料に関して上記した通りであ
る。
【００４５】
　エキス分の総量、ｐＨ、糖質の含有量、カロリーの調整は、製造工程の内のいずれのタ
イミングで行ってもよい。例えば、いずれかの工程の前、最中、又は後において行っても
よく、また、複数の工程の前、最中又は後で行ってもよい。最終的な飲料において、目的
の範囲内となればよい。例えば、ｐＨを調整する工程は、製造の容易性から、濾過前に行
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うのが好ましい。
【００４６】
　上記の調整工程の順序は限定されず、また、それらの工程の２以上を同時に行ってもよ
い。
【００４７】
　（飲み応え及び適度な酸味の付与方法）
　本発明のビールテイスト飲料は、エキス分の総量が２．０重量％以下となるようにエキ
ス分の総量が調整され、飲料のｐＨが２．７以上４．５以下に調整されることにより、飲
み応え感と適度な酸味が付与される。
【００４８】
　本発明の飲み応え及び適度な酸味の付与方法は、ビールテイスト飲料のエキス分の総量
が２．０重量％以下となるようにエキス分の総量を調整する工程を含む。エキス分の好ま
しい総量及びその調整方法等は、ビールテイスト飲料に関して上記した通りである。
【００４９】
　また、当該方法は、ビールテイスト飲料のｐＨを、ｐＨ調整剤により２．７以上４．５
以下に調整する工程も含む。好ましいｐＨ範囲、用いられ得るｐＨ調整剤、その好ましい
例、使用量等は、ビールテイスト飲料に関して上記した通りである。
【００５０】
　また、当該方法は、必要に応じて、ビールテイスト飲料における糖質の含有量を調整す
る工程も含む。飲料中の糖質の含有量等は、ビールテイスト飲料に関して上記した通りで
ある。
【００５１】
　また、当該方法は、必要に応じて、ビールテイスト飲料におけるカロリーを調整する工
程も含む。飲料中のカロリー値等は、ビールテイスト飲料に関して上記した通りである。
【００５２】
　エキス分の総量、ｐＨ、糖質の含有量、カロリーの調整は、ビールテイスト飲料製造に
おける、又は製造後のいずれのタイミングで行ってもよい。例えば、いずれかの製造工程
の前、最中、又は後において行ってもよく、また、複数の工程の前、最中又は後で行って
もよい。最終的な飲料において、目的の範囲内となればよい。例えば、ｐＨを調整する工
程は、製造の容易性から、濾過前に行うのが好ましい。
【００５３】
　上記の調整工程の順序は限定されず、また、それらの工程の２以上を同時に行ってもよ
い。
　飲み応え感や適度な酸味の評価は、よく訓練された評価者による官能試験により評価す
ることができる。
【００５４】
　＜容器詰飲料＞
　本発明のノンアルコールのビールテイスト飲料は、容器に充填・密閉して、容器詰めと
することができる。いずれの形態・材質の容器を用いてもよく、容器の例としては、ビン
、缶、樽、又はペットボトルが挙げられる。
【実施例】
【００５５】
　実施例において、具体例を挙げて本発明について説明するが、本発明の範囲はこれに限
定されるものではない。
【００５６】
　［実施例１］
　＜ノンアルコールのビールテイスト飲料の製造＞
　ノンアルコールのビールテイスト飲料を、以下の方法により製造した。麦芽２０ｋｇを
適当な粒度に粉砕して仕込槽に入れ、これに１２０Ｌの温水を加え、約５０℃のマッシュ
を作った。５０℃で３０分保持後、徐々に昇温して６５℃～７２℃で６０分間、糖化を行
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った。糖化が完了したマッシュを７７℃まで昇温後、麦汁濾過槽に移し濾過を行い、濾液
を得た。
【００５７】
　得られた濾液の一部をとり、温水を加え、その際、濾液と温水の混合割合は、煮沸完了
時のエキス分の総量が約４．０重量％になるよう調整した。製造スケールを１００Ｌとし
、ホップを約１００ｇ、市販のカラメル色素（クラスＩ）約４０ｇを添加し、１００℃で
８０分間煮沸した。煮沸後の液からオリを分離し、約２℃に冷却した。
【００５８】
　当該冷却液の一部をとり、最終製品のエキス分の総量が、０．０１重量％となるように
冷水を適量添加して希釈した。ｐＨ調整剤として乳酸を用い、当該希釈液に対して、ｐＨ
調整剤（１回目）、酸化防止剤、香料、甘味料を各々適量加え、約２４時間貯蔵した。そ
の後、ｐＨ調整剤（２回目）を添加し、炭酸ガスを適量添加し、濾過・瓶詰め・殺菌（６
５℃以上で１０分間加熱）の工程を経て、非発酵のノンアルコールビールテイスト飲料を
調製した。ｐＨ調整剤（１回目と２回目）の量を調整することにより、ｐＨが５．５の対
照品１、及び、それよりもｐＨ調整剤を多く用いたｐＨが３．０の発明品１を調製した。
同様にして、ｐＨが５．５に調整された対照品２～５（エキス分の総量が０．１～２．０
重量％）、及びｐＨが３．０に調整された発明品２～５（エキス分の総量が０．１～２．
０重量％）を調製した。
【００５９】
　＜香味の評価＞
　上記において製造されたビールテイスト飲料の飲み応えを、評点法による官能試験によ
り評価した。その際、通常のビールや発泡酒に比較して、本試験の試料のエキス分の総量
は極めて低いことを念頭に、ボディ感、口当たりの強さやコクについて総合的に飲み応え
として評価した。専門パネリスト４名が、飲み応えの程度を、４点満点：「感じる」＝４
点、「やや感じる」＝３点、「わずかに感じる」＝２点、「感じない」＝１点で評価し、
評価点の平均を算出した。平均点に応じて３段階の評価を設けた：
　　　　平均点１．０以上～２．０未満　　　×；
　　　　平均点２．０以上～３．０未満　　　△；
　　　　平均点３．０以上～４．０以下　　　○。
【００６０】
　結果を表１に示す。
【００６１】
　エキス分の総量が０．０１重量％の発明品１及び対照品１を比較すると、ｐＨが３．０
に調整された発明品１は、ｐＨが５．５に調整された対照品１に比べて、飲み応えの評価
が良かった。エキス分の総量が０．１重量％の発明品２及び対照品２との比較においても
同様に、ｐＨが３．０に調整された発明品２は、ｐＨ５．５の対照品２に比べて、飲み応
えの評価が良かった。エキス分の総量が高くなるにつれて、ｐＨが３．０に調整された発
明品とｐＨが５．５に調整された対照品の飲み応えに対する評価の差は小さくなる傾向が
示されたが、エキス分の総量が高くとも２．０％以下、より好ましくは１．０％以下であ
れば、本発明品は、対照品に比べて、飲み応えがあることが示された。即ち、エキス分の
総量が２．０重量％以下、好ましくは１．０重量％以下という極端にエキス分の総量が低
い飲料においては、ｐＨをコントロールすることによって、飲み応えの付与効果が得られ
ることがわかった。
【００６２】
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【表１】

【００６３】
　［実施例２］
　＜ｐＨの至適範囲の検討＞
　エキス分の総量が０．１重量％に調整されたノンアルコールのビールテイスト飲料を実
施例１の方法に準じて製造した。その際、ｐＨ調整剤（１回目と２回目）を添加すること
により、飲料のｐＨを２．５に調整して対照品６、ｐＨを２．７～４．５に調整して本発
明品６～１０、そしてｐＨを５．０～６．０に調整して対照品７及び８を製造した。
【００６４】
　得られた各ビールテイスト飲料の飲み応えと酸味を評価した。専門パネリスト４名が評
点法による官能試験を行い、４点満点で飲み応えと酸味を評価した。
【００６５】
　飲み応えの評価については実施例１の方法に準じた。
【００６６】
　酸味については、「感じない」＝４点、「わずかに感じる」＝３点、「やや感じる」＝
２点、「感じる」＝１点と評価した。
【００６７】
　評価点の平均点を算出し、平均点に応じて３段階の評価を設けた：
　　　　平均点１．０以上～２．０未満　　　×；
　　　　平均点２．０以上～３．０未満　　　△；
　　　　平均点３．０以上～４．０以下　　　○。
【００６８】
　結果を表２に示す。飲み応えの評価結果より、ｐＨが５．０及び６．０に調整された対
照品７及び８は、飲み応えの評価が悪かった。一方、ｐＨが４．５以下に調整された発明
品６～１０及び対照品６については、飲み応えの評価が良いことが示された。
【００６９】
　酸味の評価結果より、ｐＨが２．５に調整された対照品６については、酸味の評価が低
かった。一方、ｐＨが２．７以上に調整された発明品６～１０及び対照品７及び８につい
ては、酸味の評価は良好であった。
【００７０】
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【表２】

【００７１】
　以上のことより、飲み応えと酸味のいずれにおいても良好な評価が得られたのは、ｐＨ
が２．７～４．５に調整された発明品６～１０のみであることが示された。ｐＨを２．７
～４．５の範囲にすることによって、エキス分の総量が低いビールテイスト飲料に不快な
酸味を発生させることなく、飲み応えを与えることができることが示された。
【００７２】
　［製造例１］
　＜ノンアルコールビールテイスト飲料の製造＞
　エキス分の総量が所望の範囲内（０．２重量％、０．３重量％、及び０．４重量％）に
ある、本発明のビールテイスト飲料（発明品１１～１３）を、以下の方法により製造した
。麦芽２０ｋｇ（全麦芽のうち色麦芽であるカラメル麦芽の占める割合が６０重量％）を
用い、麦芽を適当な粒度に粉砕したものを仕込槽に入れ、これに１２０Ｌの温水を加え、
約５０℃のマッシュを作った。５０℃で３０分保持後、徐々に昇温して６５℃～７２℃で
６０分間、糖化を行った。糖化が完了したマッシュを７７℃まで昇温後、麦汁濾過槽に移
し濾過を行い、濾液を得た。得られた濾液の一部をとり、温水を加え、その際、濾液と温
水の混合割合は、煮沸完了時のエキス分の総量が目標とする値になるよう調整した。製造
スケールを１００Ｌとし、ホップを約１００ｇ添加し、１００℃で８０分間煮沸をした。
煮沸後の液からオリを分離し、約２℃に冷却後、酸化防止剤、香料、酸味料（最終的に得
られる飲料のｐＨが３．５となる量の乳酸を添加）、甘味料、必要によりカラメル色素を
各々適量加えて約２４時間貯蔵した。その間、炭酸ガスを適量添加した。その後、濾過・
瓶詰め・殺菌（６５℃以上で１０分間加熱）の工程を経て、本発明のビールテイスト飲料
１１～１３を得た。エキス分の総量が０．２重量％である発明品１１のアルコール度は０
．００％で、カロリーは０．７ｋｃａｌ／１００ｍｌ、糖質は０．２ｇ／１００ｍｌであ
った。エキス分の総量が０．３重量％である発明品１２のアルコール度は０．００％で、
カロリーは１．２ｋｃａｌ／１００ｍｌ、糖質は０．３ｇ／１００ｍｌであった。エキス
分の総量が０．４重量％である発明品１３のアルコール度は０．００％で、カロリーは１
．６ｋｃａｌ／１００ｍｌ、糖質は０．４ｇ／１００ｍｌであった。これらの飲料の味（
飲み応え及び酸味）は良好であり、発明品７～９と比較して遜色なかった。
【００７３】
　［製造例２］
　＜ノンアルコールビールテイスト飲料の製造＞
　実施例１と同様の方法により、エキス分の総量が０．３５重量％、ｐＨが４．２又は３
．２に調整された、本発明のビールテイスト飲料を２種類製造した。製造された２種類の
ビールテイスト飲料のアルコール度数は０．００％、カロリーは１．４ｋｃａｌ／１００
ｍｌ、糖質は０．３ｇ／１００ｍｌであった。この飲料の味（飲み応え及び酸味）は良好
であり、発明品７～９と比較して遜色なかった。
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【００７４】
　［製造例３］
　＜ノンアルコールのビールテイスト飲料の製造＞
　実施例１と同様の方法により、エキス分の総量が０．４５重量％、ｐＨが４．２又は３
．２に調整された、本発明のビールテイスト飲料を２種類製造した。製造された２種類の
ビールテイスト飲料のアルコール度数は０．００％で、カロリーは２ｋｃａｌ／１００ｍ
ｌ、糖質は０．４ｇ／１００ｍｌであった。この飲料の味（飲み応え及び酸味）は良好で
あり、発明品７～９と比較して遜色なかった。
【００７５】
　［製造例４］
　＜低アルコールビールテイスト飲料の製造＞
　カラメル麦芽の占める割合が５０重量％の麦芽を用いて、実施例１と同様の方法（使用
する糖化後の濾液の量は調整した）にて、エキス分の総量が０．２重量％であるビールテ
イスト飲料を製造した。これらにエタノール濃度が０．９５ｖ/ｖ％となるようエタノー
ル水溶液を添加し、アルコール度数が１％未満のビールテイスト飲料を製造した。この飲
料のアルコール度は０．９５％で、カロリーは６．１ｋｃａｌ／１００ｍｌ、糖質は０．
１ｇ／１００ｍｌであった。この飲料の味（飲み応え及び酸味）は良好であった。
【００７６】
　［製造例５］
　＜ノンアルコールのビールテイスト飲料の製造＞
　ｐＨ調整剤としてコハク酸を用いて、ノンアルコールのビールテイスト飲料を製造した
。ｐＨ調整剤としてコハク酸を用いたこと以外は、製造例２と同様の方法により、エキス
分の総量が０．３５重量％、ｐＨが４．２又は３．２に調整された、本発明のビールテイ
スト飲料を２種類製造した。製造された２種類のビールテイスト飲料のアルコール度数は
０．００％で、カロリーは２ｋｃａｌ／１００ｍｌ、糖質は０．４ｇ／１００ｍｌであっ
た。この飲料の味（飲み応え及び酸味）は良好であった。
【００７７】
　［実施例３］
　ｐＨ調整剤としてクエン酸またはリンゴ酸を用いて、実施例２の方法に準じて、表３に
示すノンアルコールのビールテイスト飲料を製造した。エキス分の総量はそれぞれ、０．
６重量％（クエン酸）または１重量％（リンゴ酸）とした。得られたビールテイスト飲料
について、飲み応えと酸味を評価した。専門パネリスト５名が評点法による官能試験を行
い、４点満点で飲み応えと酸味を評価した。評価基準は、実施例１及び２と同じであった
。結果を表３に示す。
【００７８】
　ｐＨ調整剤としてクエン酸またはリンゴ酸を用いた場合についても、ｐＨを一定の範囲
にすることによって、エキス分の総量が低いビールテイスト飲料に不快な酸味を発生させ
ることなく、飲み応えを与えることができることが示された。
【００７９】
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【表３】

【００８０】
　［実施例４］
　ｐＨ調整剤としてリン酸を用いてノンアルコールのビールテイスト飲料を製造した。こ
の飲料は、ｐＨ調整剤としてリン酸を用いたこと以外は実施例２に準じて製造した。また
、別に、ｐＨ調整剤として乳酸とリン酸を併用して、ビールテイスト飲料を製造した。ｐ
Ｈ調整剤としては、あらかじめ、乳酸とリン酸（モル比で１：１）を混合したものを用い
た。それ以外は実施例２に準じて、この飲料を製造した。得られたノンアルコールのビー
ルテイスト飲料について、飲み応えと酸味を評価した。専門パネリスト５名が評点法によ
る官能試験を行い、４点満点で飲み応えと酸味を評価した。評価基準は、実施例１及び２
と同じであった。結果を表４および表５に示す。
【００８１】
　ｐＨ調整剤として、リン酸を用いた場合、または、乳酸とリン酸を併用した場合につい
ても、ｐＨを一定の範囲にすることによって、エキス分の総量が低いビールテイスト飲料
に不快な酸味を発生させることなく、飲み応えを与えることができることが示された。
【００８２】
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【表４】

【００８３】
【表５】

【要約】
　本発明は、エキス分の総量が低いビールテイスト飲料であっても飲み応え感が付与され
た飲料を提供する。具体的には、エキス分の総量が低いビールテイスト飲料において、ｐ
Ｈを特定の範囲に調整することにより、飲み応えの付与された飲料を提供する。
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